
○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
）
第
一

条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
第
一
条
第
一
項
第

十
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
項
目
及
び
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
の
適
用
前
に
実
施
さ
れ
た

特
定
健
康
診
査
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
健
康
診
査
を
い
う
。
）
の
血
糖
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
五
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
ア
中
「5

.
2

」
を
「5

.
6

（

）
」
に
改
め

す
べ

て
の

全
て

の
％

％
Ｎ

Ｇ
Ｓ

Ｐ
値

る
。
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頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
の
適
用
前
に
実
施
さ
れ
た
特
定
健
康
診
査
（
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査

を
い
う
。
）
を
受
診
し
た
者
及
び
当
該
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
基
づ
く
特
定
保
健
指
導
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
保

健
指
導
を
い
う
。
）
を
利
用
し
た
者
に
係
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
五
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

第
一
号
ウ
中
「
及
び
郵
便
番
号
」
を
「
、
郵
便
番
号
及
び
資
格
区
分
（
強
制
加
入
被
保
険
者
若
し
く
は
強
制
加
入
被

保
険
者
の
被
扶
養
者
、
任
意
継
続
被
保
険
者
若
し
く
は
任
意
継
続
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
、
特
例
退
職
被
保
険
者
若
し

く
は
特
例
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
又
は
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
別
を
い
う
。
次
号
ウ
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
に
改
め
る
。

第
二
号
ウ
中
「
及
び
郵
便
番
号
」
を
「
、
郵
便
番
号
及
び
資
格
区
分
」
に
改
め
る
。



頁



○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
条
の
二
第
四
項
第

二
号
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次

の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省

令
第
四
十
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第

四
十
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

イ

保
険
者
が
特
定
健
康
診
査
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下



「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
保
健
指

導
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
保
健
指
導
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
者
が

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
係
る
施
設
、
運
営
、
記
録
の
保
存
等
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二

十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

号
。
以
下
「
実
施
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
。

ロ

保
険
者
が
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
他
の
保
険
者
に
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
の
実
施
を
依
頼

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
者
が
実
施
基
準
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
他
の
保
険
者
と
契
約
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

保
険
者
が
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
の
実
施
を
他
の
医
療
機
関
等
に

委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
者
が
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

号
）
を

満
た
す
他
の
医
療
機
関
等
に
委
託
し
て
い
る
こ
と
。

二

保
険
者
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
他
の
保
険
者
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
同
号
ハ
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
を
含
む
。
）
が
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
に
対
し
、

当
該
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
を
受
診
又
は
利
用
す
べ
き
旨
を
受
診
券
又
は
利
用
券
の
配
布
そ
の
他
そ
れ

に
類
す
る
方
法
に
よ
り
、
適
切
に
通
知
し
て
い
る
こ
と
。


